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くらし・環境

　うちエコ診断は、地球温暖化防止のため、環
境省が行う取組です。
 省エネの専門家の「うちエコ診断員」が専用
の「うちエコ診断ソフト」であたなの家のエネ
ルギー消費を見える化し、ライフスタイルに
あったCO2削減方法をお伝えします。「うちエ
コ診断」を受診して、ご家庭の節電、省エネ対
策を進めましょう！！

佐敷字手登根区　　運天さん（一戸建て在住）

処理機の種類

設置場所

使ってみての感想
　多忙な日々の生活の中で、生
ごみの入ったゴミ出しが大変で
した。処理機を使い始めてからは、
とても操作が簡単で“ぽんぽん"
と生ごみを処理でき、生ごみ出
しの憂鬱がなくなりました。処
理後の生ごみは、さらさらして
いて、臭いもなく土と混ぜれば
堆肥となるので、家庭菜園に利
用しています。まわりには、生ご
みの悪臭がいやで、ごみ回収日まで生ごみを冷凍している人も
いるとか。そんなわずらわしさもなく、溜まり次第自分のペース
で処理でき、それでいてゴミの減量化に繋がるっていいですよね。
        【お問合せ】   生活環境課（大里庁舎）   946-8981

台　所

乾燥式電機処理機

島
尻
環
境
美
化
セ
ン
タ
ー
の
方
向
性
に
関
す
る

方
針
決
定
説
明
会

　

12
月
９
日
、基
幹
改
良
の
時
期
を
迎
え
る
市
玉
城
の
焼
却
施
設「
島
尻
環
境
美

化
セ
ン
タ
ー
」の
方
向
性
に
関
す
る
方
針
決
定
説
明
会
を
南
城
市
中
央
公
民
館
で

行
い
ま
し
た
。

　

古
謝
市
長
は
、基
幹
改
良
し
て
ゴ
ミ
を
燃
や
し
続
け
る
よ
り
も
、セ
ン
タ
ー
を

閉
鎖
し
、長
年
南
部
地
区
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
ご
み
処
理
最
終
処
分
場
を
セ
ン

タ
ー
跡
地
に
建
設
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
方
針
に
理
解
を
求
め
ま
し
た
。15
年

と
い
う
期
限
付
き
で
、期
限
が
過
ぎ
た
後
は
他
の
南
部
市
町
の
中
か
ら
次
期
候
補

地
を
選
定
す
る
輪
番
制
を
協
定
で
締
結
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、建
設
地
元
の
堀
川
区
、隣
接
区
の
前
川
区
、當
山
区
で
個
別
に
説
明

会
を
実
施
。堀
川
区
と
前
川
区
か
ら
条
件
付
き
で
同
意
を
得
て
い
ま
す
。

　

質
疑
応
答
で
は
、次
候
補
地
の
確
約
や
有
害
物
質
に
対
す
る
安
全
性
な
ど
を
求

め
る
声
が
上
が
り
ま
し
た
。古
謝
市
長
は「
次
候
補
地
は
今
後
１
年
以
内
で
整
理

す
る
。ま
た
、建
設
予
定
の
施
設
は
被

覆
型
で
、逆
浸
透
膜
技
術
に
よ
り
地

下
水
汚
染
も
防
ぐ
」と
述
べ
、安
全
性

を
強
調
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
、古
謝
市
長
よ
り「
島
尻
環

境
美
化
セ
ン
タ
ー
を
閉
鎖
し
、そ
の

跡
地
へ
広
域
に
よ
る
最
終
処
分
場
を

建
設
す
る
案
を
サ
ザ
ン
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
推
進
協
議
会
に
提
案
す
る
」

と
の
方
針
が
示
さ
れ
、会
場
の
大
多

数
の
賛
成
に
よ
り
方
針
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。

　

古
謝
市
長
は「
今
後
も
、反
対
意
見

も
踏
ま
え
な
が
ら
課
題
を
整
理
し
て

い
き
た
い
」と
述
べ
ま
し
た
。

お財布と地球にやさしい
うちエコ診断実施中！！

先着90名様限定！！

● 募集世帯：90世帯
● 診  断  料：無　料
【申込先・お問合せ先】　
財団法人沖縄県公衆衛生協会　担当　若林
電話 098-945-2686
（受付　月曜日から金曜日 08：30～17：30）
ＵＲＬ　http://www.okica.or.jp/koeikyo/
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農漁村生活研究会の朝市
1月13日8時からグスクロード公園で。南城ライフ［くらし・環境］

【お問合せ】   市民課（大里庁舎） 946-8989

【お問合せ】　生活環境課（大里庁舎） 946-8981

【お問合せ】　市民課（知念出張所） 948-1311

【お問合せ】　
総務課（玉城庁舎）　 948-7111

　平成24年11月より「南部広域圏南斎場(仮称)」
の造成工事が豊見城市で着工されました。今後
は平成25年度に建築工事(建築、火葬炉設備、電
気設備、機械設備、駐車場整備等)を行い、ご遺
体が尊厳され、待合室や駐車場が完備された遺
族に安らぎのある「南部広域圏南斎場(仮称)」は、
平成26年3月に供用開始予定です。

　平成25年１月４日より、大里庁舎市民課における
業務の一部を、株式会社ＰＢコミュニケーションズ（喜
瀬剛代表取締役）へ委託しました。
　民間の能力や経験を活用し、より効率的な公共サ
ービスの提供を目的として、住民票の写しや印鑑登
録証明書等の交付、住民異動届の受付などの窓口業
務を中心に新しい風を吹き込みます！

　知念中央公民館解体工事に伴い、知念出張所（市
民課）は、「がんじゅう教室」を実施している隣の
南城市知念児童体育館に移動しました。平成25
年11月には、知念中央公民館跡地に完成予定の
知念図書館等複合施設の一角で、知念出張所の業
務を開始予定です。それまで市民の皆様にはご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろ
しくお願いします。

南部広域圏南斎場(仮称)建設工事が着工

  施設の機能

火葬施設：火葬炉６炉、告別室２室、収骨室２室

待合施設：待合ロビー、和室待合室３室、洋室待合室３室

駐  車  場：普通車82台、マイクロバス６台、身障者用６台   合計94台

無料法律相談
　無料法律相談を実施します。
身近な法律に関するお悩み（例えば、遺産相続に
ついてなど）についてお気軽にご相談ください。

〈１月の相談日〉
１ 日時　1月10日（木）14：00～17：00
２ 場所　文化センター（シュガーホール）２階　洋会議室

〈2月の相談日〉
１・日時　2月14日（木）14：00～17：00
２・場所　知念社会福祉センター

■相　談　員　弁護士　永吉 盛元(ながよしせいげん)
■相談対象者　南城市内に在住の方　

※事前電話予約可能（相談日の１ヶ月前から受付します。）
　（月～金　9：00～12：00　13：00～17：00　祝祭日除く。）
※相談人員は毎月、事前予約にて10名に達し次第、受付終了
　となりますので、ご了承ください。

家電は正しくリサイクル！
違法な不用品回収業者を利用しないで下さい
■使い終わった家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は、
　家電リサイクル法に基づいて正しくリサイクルして下さい。
■家電を処分する時は、許可のない不用品回収業者には絶対に渡さないで下さい。
■まだ新しく十分使える家電製品は、古物商の許可を持っている信用できる
　リユース（中古）ショップに買い取ってもらいましょう。
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福祉・健康

　

毎
年
３
月
は
、国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
切
り
替

え
時
期
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。こ
れ
ま
で
は
、原
則
と
し
て

一
世
帯
に
つ
き
一
枚
の
保
険
証
を
交
付
し
て
お
り
ま
し
た

が
、平
成
２５
年
３
月
の
切
り
替
え
よ
り
、一
世
帯
一
人
に
つ

き
一
枚
の
個
人
カ
ー
ド
の
保
険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
７０
歳
〜
７４
歳

ま
で
の
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
に
つ
い
て
は
、保

険
証
と
高
齢
受
給
者
証
が
一
体
型
に
な
る
為
、個
人
カ
ー

ド
一
枚
で
受
診
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

（注１）
※  金融機関、コンビニでは納付期限の過ぎた
　 納付書は使用できません。
※ 納付期限が過ぎている場合は、知念、佐敷、
　 玉城各市民課窓口または大里庁舎健康課窓口で
　 納付書再発行の手続きをお願いします。
※ 次の納付書はコンビニではお取り扱いできません。
　 ○バーコードの表示がない。
　 ○バーコードが読み取れない。
　 ○記載されている納付額が30万円を超えている。
　 ○金額が訂正されている。　

ファミリーマート
ローソン
ココストア
他、全国の主要コンビニ

沖縄県農業協同組合
琉球銀行
沖縄銀行
沖縄海邦銀行

沖縄県労働金庫
ゆうちょ銀行、郵便局（沖縄県内）
沖縄県信用漁業協同組合連合会

　南城市の平成24年度国民健康保険税は平成24年４月から納付が始まり、最終納付期限（11期分）は平
成25年２月28日となっております。
　国保税の納め忘れがある世帯は早めに下記の金融機関、コンビニ（注１）または市役所各庁舎にて納
付して下さいますようお願いいたします。
　なお、平成25年度の保険証の切り替えを3月に予定しておりますが、保険証の郵送世帯は平成25年1
月31日までに平成24年度国保税の10期分までを完納し、かつ過年度に未納のない世帯が対象となりま
す。いま一度納め忘れがないか確認しましょう。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

個
人
カ
ー
ド
化
の
お
知
ら
せ

平
成
２５
年
３
月
よ
り
保
険
証
が

個
人
カ
ー
ド
に
変
わ
り
ま
す

国保税の納付は、
便利で納め忘れのない
口座振替をお勧めします

国保税の納め忘れはありませんか？
平成24年度の南城市国民健康保険税の納付について

●納付できる金融機関● ●納付できるコンビニエンスストア●

保険証

保険証が個人で
携帯できるようになり、
便利になります！

【変更前】 【変更後】

一世帯一枚 70歳～74歳の方 個人カード

高齢
受給者証

保険証兼
高受給者証

【お問合せ】
　 南城市役所　健康課（大里庁舎）　 946-8961
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ふくふく福寿［福祉・健康］ 乳幼児健診の情報は、カレンダー（19P）に掲載なん。

老齢給付の受給者に送付

　国民年金、厚生年金保険および共済組合などから支給される公的年金等については、所得税法

上「雑所得」とみなされ、所得税が課せられます。しかし、国民年金法等において、障害もしくは死

亡を支給事由とする年金については課税しないこととなっているため、老齢もしくは退職を支

給事由とする年金についてのみ課税されます。

　公的年金等の支払者（厚生労働省・各共済組合）は、所得税が老齢年金等から源泉徴収された否

かにかかわらず、老齢年金等を受けている方々全員に「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、その

翌年１月31日までに交付されます。

　このため、厚生労働省から委託された日本年金機構では、国民年金、厚生年金保険の対象とな

る年金受給者の方々に平成24年分の源泉徴収票を作成し、平成25年１月末日までに届くよう送

付されます。

　源泉徴収票に記載されている事項は、その年の１年間に支払われた年金の総額、社会保険料の

金額、源泉徴収税額および控除内容となっています。

　なお、65歳未満で年金の支払額が108万円に満たない方と、65歳以上で年金の支払額が158万

円に満たない方については、所得税が源泉徴収されません。

　また、「障害年金」や「遺族年金」については非課税ですので、源泉徴収票の送付はありません。

確定申告の際に必要

　２つ以上の年金の支払者に扶養親族等申告書を提出している方や、年金以外に給与等の所得

がある方、または公的年金等の雑所得の合計額が各種所得控除の合計額を超える方などは、確定

申告を行うことになっています。この源泉徴収票は、その際に、添付書類として必要となります

ので大切に保管してください。

　なお、老齢年金等から特別徴収されていない介護保険料などの社会保険料がある場合は、確定

申告を行い、所得税の課不足分を精算することになります。

　万一、源泉徴収票を紛失された場合や未着の場合等には、日本年金機構のコールセンター（ね

んきんダイヤル　TEL0570-05-1165）において源泉徴収票の再交付の受付を行っています。

　また、来訪による源泉徴収票の再交付の受付、その他の年金相談については、年金事務所およ

び年金相談センターで受付しています。お問い合わせ等の際は、年金証書の基礎年金番号・年金

コードをご用意ください。

公的年金等の源泉徴収票が送付されます！

【お問合せ】　浦添年金事務所　お客様相談室　 877-0733
南城市役所　健康課（大里庁舎）　 946-8961
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　平成25年2月14日(木)～3月15日(金)は住民税申告の期間です。期日までに必要書類を取り揃えて、忘れずに申告を行って下さい。
　期限までに申告が無い場合は、公営住宅の入居や保育所入所、児童手当等の申請に必要な証明書が発行できず、不便を被る場合
がありますのでご注意ください。
　また、提出いただいた申告書は、各種証明の基礎資料や国民健康保険税の軽減判定にも使用されますので、所得の無い方でも申
告は必要となります。

平成25年度住民税申告受付日程

※平成25年3月18日(月)～5月10日(金)の期間はデータ処理の為、申告受付は出来ませんのでご注意下さい。
　期限後申告は、5月13日(月)から税務課窓口(市民税係)で行います。

●申告書（必ず事前に記入してください）
●印鑑（代理の場合は代理人の印鑑が必要です）
●平成24年1月1日～平成24年12月31日までの収入がわかる書類（源泉徴収票、給与明細、
　証明書(農協)、帳簿類等）、営業や農業等の場合は同時期に支出した経費の明細(領収書、
　伝票、証明書(農協)、帳簿類等)  
●生命保険料、地震保険料の支払証明書(平成24年中支払い分)
●平成24年中に支払った医療費の領収書
●学生証、障害手帳(コピー可)

・事前に領収書等を整理・集計しておいて下さい。※整理されてない場合は、受付できません。
・各会場の朝一、大里庁舎（初日・最終日）は、大変混雑し、待ち時間が長くなりますので、ご了承ください。
・次の場合は、税務署での申告が必要になります。
1．株式の譲渡や配当所得のあった人。
2.土地・建物等をお売りになった人。

3.消費税の申告をする人。
4.住宅借入金等特別控除を初めて受ける人。

5.青色申告をする人。

※ 申告内容を把握していれば代理の方でも申告を行えます。
※必要書類が全て添付されていれば、郵送でも申告書を受付けています(平成25年3月15日消印有効)。但し、農業・漁業・営業の方は
　領収書等の資料確認がありますので、指定の会場で申告して下さい。　　

お  

願  

い

申　　告　　日　　程 会　　　場

平成25年２月14日(木)～３月７日(木) ※土日を除く
受付時間　9:00～16:00（11:00～13:00は除く）

平成25年３月11日(月)～　３月15日(金)
受付時間　9:00～16:00（11:00～13:00は除く）

※3月10日(日)に限り右記の会場で申告受付を行います
受付時間　9:00～16:00（11:00～13:00は除く）

大里庁舎１階エントランスホール

大里庁舎１階エントランスホール及び
３階講堂

各地区申告会場
(大里庁舎では受付を行っていません)

各地区申告受付日程及び会場  ★行政区ごとで会場を指定していますが、都合のつかない場合は他の会場でも申告を受付けています。    

日　　時 行　政　区 申告
会場

大
里
地
区

２月14日(木)

２月15日(金)

２月18日(月)

２月19日(火) 

嶺井、嶺井団地、福原、島袋、古堅
南風原、西原 

平川、稲嶺、目取真、湧稲国

グリーンタウン(第二含む)、ニュータウン
高宮城、大里団地、大里第二団地 

平良、当間、銭又、仲程、真境名
稲福、大城 

９
時
〜
16
時(

11
時
〜
13
時
は
除
く) 

大
里
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

日　　時 行　政　区 申告
会場

 2 月26日(火)

 2 月27日(水) 

 2 月28日(木)

３月１日(金) 

 

津波古、小谷

手登根、伊原、冨祖崎、仲伊保
仲伊保団地

新里、佐敷、屋比久、外間

新開、新開団地、新開第二団地
兼久

９
時
〜
16
時(

11
時
〜
13
時
は
除
く) 

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

日　　時 行　政　区 申告
会場

知
念
地
区

２月20日(水) 

２月21日(木) 

２月22日(金) 

２月22日(金)

久原、海野、知名

久高

具志堅、山里、志喜屋

安座真、久手堅、吉富、知念
知念団地

９
時
〜
16
時　

(

11
時
〜
13
時
は
除
く) 

10
時
〜
15
時　

(

12
時
〜
13
時
は
除
く) 

知
念
社
会
福
祉

セ
ン
タ
ー

久
高
島
離
島

振
興
総
合

セ
ン
タ
ー

日　　時 行　政　区 申告
会場

玉
城
地
区

３月4日(月) 

３月５日(火) 

３月６日(水)  

３月７日(木)  

親慶原、垣花、仲村渠
百名(団地含む)　新原

愛地、船越、前川

富里、當山、屋嘉部、糸数、喜良原

玉城、中山、奥武、志堅原、堀川
つきしろ(佐敷、志喜屋地番含む) 

９
時
〜
16
時(

11
時
〜
13
時
は
除
く) 

玉
城
中
央
公
民
館

佐
敷
地
区

【お問合せ】  税務課（大里庁舎） 948-7124
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　次の変更点は、平成24年中の所得に対する平成25年度の住民税から適用されます。　
☆生命保険料控除が見直されます
・保険ニーズの多様化や社会保険制度を補完する分野の重要性を踏まえ、次のような見直しを行うこととなりました。

（3）（1）と（2）の双方の保険契約等に係る控除がある場合､（1）と（2）のそれぞれの計算式で求めた合計額
（各控除の上限は28,000円で、合計額の上限は70,000円）
☆金融証券税制改正の概要
　・上場株式などの配当所得、譲渡所得に対する市県民税（住民税）の軽減税率が延長されました（平成25年12月31日まで）
☆退職所得に係る税制改正の概要（平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。）
　・退職所得に係る10％税額控除が廃止されます
　・勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得について2分の１課税が廃止されます。

○不動産公売実施状況○
昨年11月に南城市初の不動産公売を沖縄県と合同で実
施致しました。２筆の土地（畑）を売却し滞納税に充てる
ことができました。尚、今後も不動産公売を実施して参り
ます。詳細は南城市広報やホームページにてお知らせ致
しますのでご確認ください。

※納付がない方については財産差押を執行します。
　早めの納付をお願いします。

平成24年度差押執行件数
預貯金 給与・年金 不動産 自動車 合  計その他不動産公売生命保険（タイヤロック）

115件 13件 3件 2件 166件3件23件7件

(平成24年12月7日時点)

【お問合せ】  税務課（大里庁舎） 948-7124

平成24年度
「市県民税（普徴）第４期」の納付について

※口座振替の方は残高の確認をお願いします。
　尚、振替日は１月21日です。

第４期納期限：平成25年１月31日（木）
１月は市県民税第４期の納付月と
なっております。
納め忘れのないよう早めの納付を
お願いします。

（2）平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
　  イ　一般生命保険料控除【控除額（上限）】35,000円
　  ロ　個人年金保険料控除【控除額（上限）】35,000円
　  ※イ＋ロの合計額の上限は、70,000円

（1）平成24年1月1日以後に締結した保険契約等  
　  イ　介護医療保険料控除の創設【控除額（上限）】28,000円
　  ロ　一般生命保険料控除の縮減【控除額（上限）】35,000円→28,000円
　  ハ　個人年金保険料控除の縮減【控除額（上限）】35,000円→28,000円
　  ※イ＋ロ＋ハの合計額の上限は、70,000円

税務署からのお知らせ

確定申告について

税制改正の主な変更点

1  平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます　
　個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要
とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年１月からは、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方（所得税の申告の
必要がない方を含みます。）について必要となります。

2  ご家族に公的年金等の確定申告をされている方はいませんか？
　所得税法が改正され、平成23年分以後の所得税について、その年分の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年
分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書の提出が不要（注）となりました。
注１  所得税の確定申告書の提出が不要かどうかは、年ごとに判定します。
注２  所得税の確定申告書の提出が不要な場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
注３ 所得税の確定申告書の提出が不要な場合であっても、住民税の申告が必要となる場合がありますので、お住まいの市町村にお問い合わせく 
　　ださい。

3  扶養控除の見直しが行われました
　　所得税法が改正され、平成23年分以後の所得税において、次のような扶養控除の見直しが行われました。所得税の計算の際に
はご注意ください。　
（1）年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。平成24年分の所得税においては年齢16歳以上の方（平成９年
　  １月１日以前に生まれた方）を対象に控除対象扶養親族に該当するか判定して下さい。
 ※市県民税の非課税限度額等の算定に、扶養親族の人数が必要となりますので、ご注意下さい。
（2）特定扶養親族の年齢が19歳以上に引き上げられました（改正前は16歳以上）。平成24年分の所得税においては年齢19歳以上
　  23歳未満の方（平成2年1月2日から平成6年1月1日までに生まれた方）を対象に特定扶養親族に該当するか判定して下さい。

● 確定申告会場：浦添市産業振興センター・結の街
● 場所：浦添市勢理客４－１３－１（国立劇場おきなわ向かい）
● 期間：２月18日（月）～３月15日（金）
● 電話：８６７－３１０1（那覇税務署）

※住民税申告ではありません

※詳しくは、国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp
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